
有
田
川
町
出
産
祝
金

子
ど
も
の
出
生
を
奨
励
祝
福
し
、
当
町

住
民
の
子
育
て
支
援
お
よ
び
定
住
促
進
を

図
る
た
め
、
子
ど
も
を
出
産
す
る
世
帯
に

対
し
、
祝
い
金
を
支
給
し
ま
す
。
経
済
的

支
援
を
行
い
、
子
ど
も
を
出
産
す
る
世
帯

の
精
神
的
負
担
の
軽
減
と
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
を
応
援
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
児
／
令
和
3
年
（
2
0
2
1

年
）
4
月
1
日
以
降
出
生
し
、
出
生
日

か
ら
申
請
日
ま
で
引
き
続
き
当
町
に
住

民
登
録
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

●
支
給
対
象
者

・
支
給
対
象
児
の
父
ま
た
は
母
で
、
支
給

　

対
象
児
の
出
生
日
か
ら
申
請
日
ま
で
引

き
続
き
当
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る

方
・
申
請
者
お
よ
び
申
請
者
と
同
一
の
世
帯

員
が
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

●
支
給
額
／
支
給
対
象
児
1
人
に
つ
き

10
万
円

●
申
請
方
法

・
9
月
末
ま
で
に
支
給
対
象
児
の
出
生
届

を
提
出
し
た
支
給
対
象
者
／
郵
送
で
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。

・
10
月
以
降
に
支
給
対
象
児
の
出
生
届
を

提
出
す
る
支
給
対
象
者
／
有
田
川
町
で

の
出
生
届
提
出
時
に
案
内
し
ま
す
。

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

健 

康

◆
◆
◆

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
に
助
成

●
接
種
期
間
／
10
月
1
日
（
金
）
～
令
和

4
年
（
2
0
2
2
年
）
1
月
31
日
（
月
）

●
対
象
者

①
予
防
接
種
日
時
点
で
有
田
川
町
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

②
予
防
接
種
日
時
点
で
有
田
川
町
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
で
、
心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機

能
に
障
害
が
あ
り
身
の
回
り
の
生
活
が

極
度
に
制
限
さ
れ
る
方
、
お
よ
び
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機

能
に
障
害
が
あ
り
日
常
生
活
が
ほ
と
ん

ど
不
可
能
な
方
（
お
お
む
ね
、
身
体
障

害
者
障
害
程
度
等
級
1
級
に
相
当
）

●
接
種
費
用
／
1
3
0
0
円

※
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
は
、
健
康

推
進
課
ま
た
は
清
水
行
政
局
住
民
福
祉

室
で
接
種
前
に
お
手
続
き
い
た
だ
く
と

無
料
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
印
鑑
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
接
種
回
数
は
1
回
で
す
。

●
接
種
を
受
け
る
に
は
／
有
田
郡
市
内
の

医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合
は
、
医
療

機
関
に
直
接
予
約
し
て
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。
有
田
郡
市
外
で
接
種
す
る
場
合

は
、
健
康
推
進
課
ま
た
は
清
水
行
政
局

住
民
福
祉
室
へ
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水
行

政
局
住
民
福
祉
室医 

療

◆
◆
◆

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

障
害
認
定

一
定
以
上
の
障
害
の
あ
る
65
歳
以
上
74

歳
以
下
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
一
定
以
上
の
障
害
と
は

①
国
民
年
金
法
な
ど
に
お
け
る
障
害
年
金

1
級
お
よ
び
2
級

②
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
・
3
級
お
よ

び
4
級
の
次
の
障
害

・
音
声
・
言
語
障
害

・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

・
1
下
肢
の
下か

腿た
い

の
2
分
の
1
以
上
を
欠

く
も
の

・
1
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害　

な
ど

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
お
よ

び
2
級

④
療
育
手
帳
A
1 

お
よ
び 

A
2

●
申
請
先
／
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
や

す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水

行
政
局
住
民
福
祉
室

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

支給対象児

有田川町は
子どもの出生をお祝いし

子育てを応援します

申請方法
●令和 3年 9月までに出生届を提出した対象
　者には郵送で申請書をお送りします
●令和 3年 10月以降出生届を提出する対象
　者には有田川町での出生届提出時にご案内
　します
※申請から 1年経過後に子育て支援等に対するア
　ンケートを送付しますのでご協力ください。

提出書類
①有田川町出産祝金申請書兼請求書
②申請者の本人確認書類 1点
　（例：運転免許証、健康保険証などの写し）
③申請者名義の振込先の通帳（見開き部分）
　またはキャッシュカードの写し

有 田 川 町 出 産 祝 金

支給対象者
対象児の父母

（支給対象児の出生日から申請日まで引き続き有田川町住民基本台帳に記録されている者）

令和 3年 4月 1日以降出生し、
出生日から申請日まで引き続き

有田川町住民基本台帳に記録されている者

問い合わせ・申請先　　有田川町役場 やすらぎ福祉課（金屋庁舎）　　☎0737-22-4501（直通）

お知らせお知らせ

415 広報ありだがわ　2021.10


